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Ⅱ．その他

建築基準法関係証明手数料 300 　円

仮使用承認申請手数料 120,000 　円

建築物の敷地と道路の関係の建築認定手数料（法43条第2項第一号）※新認定基準 27,000 　円

建築物の敷地と道路の関係の建築許可手数料（法43条第2項第二号）※旧ただし書き許可 33,000 　円

用途地域における建築等許可手数料 180,000 　円

日影による建築物の高さの特例許可手数料 160,000 　円

仮設建築物建築許可手数料（法第85条第6項） 120,000 　円

仮設建築物建築許可手数料（法第85条第7項） 160,000 　円

総合的設計による一団地の建築物の特例認定手数料 78,000 　円

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定手数料 78,000 　円

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地に

　　対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さ

　　に関する制限の適用除外に係る認定手数料 27,000 　円

既存の建築物に対する規制の緩和　（全体計画認定） 27,000 　円

予定道路に係る建築物の敷地と道路の関係の特例許可手数料 160,000 　円
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